
新型コロナ感染症対応光ファイバー整備事業（案）について 

１．現状と課題 

・平成 25年度に整備した農村部のブロードバンド（FWA）は、アンテナが耐用年数に近づいており、次の

システムを検討する必要がある。 

・第５期芽室町総合計画においても、農村部における高速通信網の拡充は、課題として掲げている。 

・農業者からは、日常生活はもとより、今後の農業経営においても、より高速、大容量な通信基盤が必要

不可欠であるとの意見が多い。 

・GIGA スクール構想においては、学校はもちろん、児童・生徒の自宅においても、光ファイバーが整備

されていることが望まれるが、芽室町における光ファイバーの整備率は 88.6％で、北海道では 98.1％、

全国では、98.8％となっている（全国約 33,000校の公立小中高校等のうち、476 校は光未整備。芽室

町においては上美生小中学校が未整備）。 

・５G等の高度な無線環境を整備するには、光ファイバーが必須である。 

   

２．国の動き 

・新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、GIGA スクール構想・在宅勤務・オンライン診療等を推進す

るために、情報通信基盤を早急に整備することとなった。 

・このため、令和２年度２次補正において、光ファイバー整備に係る補助金が大幅に増額になり、未整備

地域解消計画の大幅な前倒しが示され、補助金のほかに、地方創生交付金や辺地債が活用できるなど、

財政支援が極めて手厚くなった。 

 

３．整備概要（案） 

・光ファイバー未整備エリアにおいて、民間事業者が整備し、民間事業者が管理を行う。 

・整備費用のうち、民間事業者が利用料金等で回収できない費用は、自治体が負担することを検討する。 

 

４．負担金等の見込み（未整備エリアのうち、８割で辺地債が活用できると仮定） 

                        （百万円） 

 

 

 

 

  

 

 

 

※ 辺地計画１４件（新規１３、変更１）を議会提案予定 

総事業費 1,322 

 民間事業者負担（料金等回収） 222 

国補助金   343 

町負担 757 

 国交付金   274 

辺地債 386 

一般財源 97 

資料１ 
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